
令和５年度実施結果　一般職試験（裁判所事務官、大卒程度区分）

1. 申込者数等

札幌高等裁判所の
管轄区域

360 (153) 287 (130) 247 (114) 225 (101) 121 (69) 2.4

仙台高等裁判所の
管轄区域

671 (308) 529 (256) 427 (201) 397 (187) 202 (103) 2.6

東京高等裁判所の
管轄区域

4,395 (2,087) 3,098 (1,516) 1,998 (953) 1,813 (886) 1072 (610) 2.9

名古屋高等裁判所の
管轄区域

1,179 (581) 914 (467) 464 (221) 428 (214) 171 (98) 5.3

大阪高等裁判所の
管轄区域

1,944 (988) 1,513 (776) 879 (448) 801 (423) 294 (178) 5.1

広島高等裁判所の
管轄区域

781 (366) 609 (291) 400 (188) 327 (163) 149 (88) 4.1

高松高等裁判所の
管轄区域

586 (287) 462 (228) 211 (89) 189 (79) 74 (42) 6.2

福岡高等裁判所の
管轄区域

1,553 (806) 1,163 (614) 666 (345) 563 (303) 268 (171) 4.3

合　計 11,469 (5,576) 8,575 (4,278) 5,292 (2,559) 4,743 (2,356) 2,351 (1,359) 3.6

※　総合職試験（裁判所事務官）特例希望者を含みます。

※　倍率は、第１次試験有効受験者数÷最終合格者数です。　

※　（　）内の数字は女性の人数（内数）です。

2. 第１次試験（多肢選択式）の平均点等

試験種目

基礎能力試験

専門試験

※　括弧内は、総合職試験（裁判所事務官）の第２次試験の不合格者又は第３次試験の有効受験者（いずれも特例希望者に限

　る。）を含む第２次試験有効受験者の平均点及び標準偏差です（最終合否判定に使用）。

※　下限の得点とは、筆記試験の各種目ごとに個別に定めた最低限必要な素点のことです。
　　 下限の得点に達しない試験種目が一つでも存在する者については、他の試験種目の成績にかかわらず不合格となります。

勤務地 申込者数

第１次試験

30 12
19.35
(22.21)

5.16
(3.38)

満点

40 15

下限の得点 平均点

最終
合格者数

倍率有効
受験者数

合格者数
有効

受験者数

23.43
(26.34)

標準偏差

第２次試験

5.54
(4.11)


